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国
民
年
金
は
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
か
た
が
加
入
し
、
保
険
料

を
納
め
、
老
後
や
万
が
一
の
時
に
年
金
を
受
け
取
る
国
の
社
会
保

障
制
度
で
す
。
免
除
制
度
や
改
正
さ
れ
た
制
度
に
つ
い
て
ご
紹
介

し
ま
す
。

■
保
険
料
の
免
除
制
度

　

所
得
が
少
な
い
な
ど
、
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難

な
場
合
に
は
、
ご
本
人
の
申
請
手

続
き
に
よ
っ
て
、
保
険
料
の
納
付

が
「
免
除
」、「
一
部
納
付
（
一
部

免
除
）」、
ま
た
は
「
猶
予
」
さ
れ

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
免
除
期
間

は
年
金
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な

期
間
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
が
、
将

来
も
ら
え
る
年
金
額
は
全
額
納
付

し
た
場
合
よ
り
も
少
な
く
な
り
ま

す
。

　

免
除
制
度
は
次
の
３
種
類
で
す
。

国
民
年
金の

お
知
ら
せ

み
な
さ
ん
、
ご
存
知
で
す
か
？

免
除�
全
額
免
除
�
一
部
納
付
�申
請

　

本
人
、
世
帯
主
、
配
偶
者
の
前

年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
、

申
請
手
続
き
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、

保
険
料
の
納
付
が
全
額
免
除
ま
た

は
半
額
納
付
な
ど
の
一
部
納
付
と

な
り
ま
す
。
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若
年
者
納
付
猶
予
申
請

　

30
歳
未
満
の
か
た
で
本
人
・
配

偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定
以
下
の

場
合
に
は
、
保
険
料
の
納
付
が
猶

予
さ
れ
ま
す
。

●
免
除
申
請
・
若
年
者
納
付
猶
予

　

申
請
に
必
要
な
も
の

①
印
鑑
（
本
人
が
署
名
す
れ
ば
不

　

要
）　

②
退
職
（
失
業
）
し
た
か
た
が
申

　

請
す
る
場
合
は
、
退
職
し
た
こ

　

と
を
証
明
で
き
る
書
類
（
雇
用

　

保
険
受
給
資
格
者
証
、
雇
用
保

　

険
被
保
険
者
離
職
票
な
ど
）
を

　

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

③
平
成
23
年
７
月
か
ら
平
成
24
年

　

６
月
分
の
申
請
を
す
る
か
た
で
、

　

平
成
23
年
１
月
２
日
以
降
に
白

　

鷹
町
に
転
入
し
た
か
た
は
、
平

　

成
23
年
１
月
１
日
時
点
の
住
所

　

地
の
役
所
か
ら
交
付
さ
れ
た
、

　

平
成
22
年
分
の
所
得
証
明
書
が

　

必
要
で
す
。

※
平
成
22
年
７
月
か
ら
平
成
23
年

　

６
月
分
の
申
請
を
す
る
か
た
で
、

　

平
成
22
年
１
月
２
日
以
降
に
白

　

鷹
町
に
転
入
し
た
か
た
は
、
平

　

成
22
年
１
月
１
日
時
点
の
住
所

　

地
の
役
所
か
ら
交
付
さ
れ
た
、

　

平
成
21
年
分
の
所
得
証
明
書
が

　

必
要
で
す
。

申
請
免
除
・
若
年
者
納
付
猶
予
期
間

　

申
請
免
除
・
若
年
者
納
付
猶
予

期
間
は
、
７
月
か
ら
翌
年
６
月
ま

で
と
な
り
ま
す
。

　

平
成
23
年
７
月
か
ら
平
成
24
年

６
月
ま
で
の
受
付
は
、
７
月
か
ら

始
ま
り
ま
す
。

　

ま
た
、
７
月
に
申
請
す
る
場
合

に
限
り
、
平
成
22
年
７
月
か
ら
平

成
23
年
６
月
ま
で
の
期
間
に
つ
い

て
も
申
請
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　

免
除
な
ど
の
承
認
を
受
け
て
い

る
か
た
が
、
引
き
続
き
免
除
の
申

請
を
さ
れ
る
場
合
は
、
で
き
る
限

り
７
月
に
申
請
さ
れ
る
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

学
生
納
付
特
例
申
請

　

学
生
の
か
た
で
所
得
が
一
定
額

以
下
の
場
合
に
は
、
申
請
し
て
承

認
さ
れ
れ
ば
在
学
期
間
中
の
保
険

料
が
後
払
い
で
き
る
学
生
納
付
特

例
制
度
が
あ
り
ま
す
。
夜
間
・
定

時
制
・
通
信
制
課
程
の
学
生
も
対

象
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
特
例
期
間
は
、
年
金
を
受

※
申
請
窓
口
は
、
役
場
１
階
町
民

課
戸
籍
年
金
係
で
す
。

け
る
た
め
の
必
要
な
期
間
と
し
て

取
り
扱
わ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
の

計
算
に
は
入
り
ま
せ
ん
。

※
一
般
の
免
除
申
請
は
、
学
生
に

は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
毎
年
申
請
が
必
要
で
す
。

●
学
生
納
付
特
例
申
請
に
必
要
な

　

も
の

①
印
鑑（
本
人
が
署
名
す
れ
ば
不
要
）

②
学
生
証
の
写
し
、
又
は
在
学
証

　

明
書
（
原
本
）

学
生
納
付
特
例
の
期
間

　

学
生
納
付
特
例
の
期
間
は
４
月

か
ら
翌
年
３
月
ま
で
で
す
。

　

平
成
23
年
４
月
か
ら
平
成
24
年

３
月
ま
で
の
申
請
を
受
付
し
て
い

ま
す
。

　

今
年
度
20
歳
に
な
る
か
た
は
、

誕
生
日
の
前
日
が
属
す
る
月
か
ら

次
の
３
月
ま
で
が
納
付
特
例
の
期

間
で
す
。
誕
生
日
以
降
に
窓
口
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
請
後
、
日
本
年
金
機
構
で
審

査
が
行
わ
れ
、
結
果
通
知
（
ハ
ガ

キ
）
が
お
手
元
に
郵
送
さ
れ
ま
す
。

　

審
査
期
間
中
に
保
険
料
の
催
告

状
な
ど
が
届
く
場
合
も
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。


